
開 会 事務局長 
ただいまから令和２年度第 10 回神石高原町農業委員会総会を開会致し

ます。まず始めに会長より挨拶を頂きます。 

会長挨拶  （会長挨拶） 

 事務局長 

ありがとうございました。続きまして欠席者の報告ですが本日の欠席者

はありません。従いまして、農業委員会等に関する法律第２７条第３項

の規定により在任委員数１４名中出席者は 1４名でありますので過半数

を超えております。総会が成立することをご報告申しあげます。尚、議

事の進行につきましては会議規則第３条の規定により会長にお願いしま

す。 

議事録署名 

委員指名 
議 長 

それでは議事に入りますまでに、本日の議事録署名委員の指名をさせて

頂きます。１１番立原委員、４番井上委員にお願いします。 

第１号議案 議 長 
それでは議事に入ります。議案第１号「農地法第３条の規定による許可

申請について」を議題とします。説明をお願いします。 

  （事務局説明） 

 議 長 
ありがとうございました。担当推進委員による現地調査をお願いしてお

ります。３－２４の案件につきまして、田邊推進委員お願いします。 

 8 番 

高光、古川、福永地区担当の田邊耕三です。受付番号３－２４について

ご報告します。場所は神石支所から南の方角３．５ｋｍの県道２５号線

より４００ｍ東方に入ったところにあります。１月２４日田邊委員と譲

受人であります金山晃之氏同行のもと、現地の調査と本人からの聞き取

りを行いました。譲受人の金山氏は申請地の中央部、高光２７８１－８

を農家住宅用地として譲り受けることとなっております。この土地の取

得とともに経営農地拡大のため農家住宅用地周囲の当該農地を取得する

ものであります。なおトラクター田植機その他小型管理機等はすでに所

有されており営農に何ら問題ないものと思われます。農作業経験も十分

あり何ら問題ないと思われます。ご審議の程よろしくお願いします。 

 議 長 
ありがとうございました。３－２５の案件につきまして、小田推進委員

お願いします。 

 １番 

安田仙養地区担当の小田と申します。受付番号３－２５について報告し

ます。場所は国道１８２号線より豊松方面へ２００ｍ東、及び国道付近

に点在しております。１月２７日に美田農業委員と釜足信輝さん同行の

もと現地調査を行いました。申請農地の譲渡人は労働不足により耕作す

ることが困難となったため譲受人が譲り受け、すでに通いでお手伝い程

度の耕作をされています。所有権移転をされても問題はないものと思い

ます。ご審議の程よろしくお願いします。 

 議 長 
ありがとうございました。報告が終わりました。ご意見、ご質問があり

ましたらお願いします。 

 １３番 

１３番伊勢村です。３－２５についてお伺いします。現況が原野とか山

林になっているところが結構あるんですが、田や畑を作られるんでしょ

うか。 



 ８番 

農業委員の美田です。安田の近所なのでお答え致します。現状３－２５

—①の４６－４、４６－１について現時点ではイノシシが入ってかなり

荒れておりすぐに耕作はできない状況です。その次の２５—②の農地に

つきましてはほとんど畑として耕作をされておりますし、２５—③につ

いても今年はイノシシ被害に遭われておりますが毎年耕作をされており

ます。譲受人はこの家の長男さんでしてずっと来られておりますので、

現在作られていないのは４６－４と４６－１で、耕作が難しい状況では

あります。 

 事務局長 

事務局より補足致しますが、ここに書いてある現況地目は税のほうが現

況課税で只今こういった課税になっております。しかしながら、この３

条の所有権移転にともなって本人が耕作するということになりますと、

課税も農地、現況も農地に戻します。戻した上で許可を出しますので、

これから最低でも３年は耕作して頂くということになっております。で

すから、そういうことも来年の農地パトロールの時に委員さん推進委員

さんに確認して頂く必要があろうかと思います。 

 議 長 

他にございませんか。無いようですので採決に移らせて頂きます。 

議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」申請通り許

可することに賛成の農業委員の方の挙手をお願いします。 

（全員賛成） 

挙手全員でございますので申請通り許可することとします。 

第２号議案 議 長 
続きまして議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請について」

を議題とします。説明をお願いします。 

  （事務局説明） 

 議 長 
ありがとうございました。担当推進委員による現地調査をお願いしてお

ります。４－２３の案件につきまして、横儀推進委員お願いします。 

 ９番 

牧、草木、田頭地区担当の横儀です。受付番号４－２３についてご説明

申し上げます。場所は神石支所より南東へ約８ｋｍの所、町道田頭草木

線の中間地点にあります。この案件は先ほど事務局長さんが説明した通

り一時転用の申請になっておりまして、工事は予算の関係で２ヶ年に渡

り行われこのたび完了届を出したところ、一時転用ですので年数が来た

ら毎回更新しなければいけないようになりまして、それならば恒久的に

なまずの養殖地として利用したいということでこの申請が出ました。ご

審議の程よろしくお願いします。 

 議 長 
ありがとうございました。４－２４の案件につきまして、山岡推進委員

お願いします。 

 １４番 

１４番山岡です。１月２４日に井上農業委員と申請人であります小林明

子様、三人による立ち合い調査を行いました。事務局からも説明がござ

いました通り、県道が新設された時田が分断され一部宅地側に残された

土地をやむなく宅地の延長としてご利用になられております。そういう

状況を確認致しました。以上でございます。 



 議 長 
ありがとうございました。報告が終わりました。ご意見、ご質問があり

ましたらお願いします。 

 ４番 

上地区担当の農業委員井上です。４－２４の案件ですが補足ということ

で説明させて頂きますと、この件は農地パトロールでの農地転用確認リ

ストの一件でした。農地が宅地になっているのでパトロール時に転用申

請を出して下さいと提案したものですが、今回補足をした理由が申請書

の転用理由が宅地を広げる為となっていましたが、農地パトロールでヒ

アリングした内容とはちょっと異なっていました。どういうことかとい

うと、産業課の方に経緯を省略した内容を書くように指導されたという

ことでした。実際の理由というのは先ほど事務局長さんが言われた内容

なんですが、道路が新設された時に田んぼが分断されて家側に一部残っ

た土地が細長い土地で耕作が非常に困難であり宅地にせざるを得なかっ

た。宅地に自己都合でしたわけではないよということで、本人さんから

聞いた感じでは産業課の対応に少し気分を悪くされていました。こんな

対応では協力してくれと言われても協力できないよというようなことも

言われていました。今回の事例は自己都合によって発生したものではな

くて町道新設によって発生した特異な事例と思われます。人・農地プラ

ンを推進していく上では町民の理解や協力が必要であり、このような対

応について疑問に思います。その時の状況や町民の思いを汲んだ取り組

みが必要と考えます。転用理由の修正についてはすでに事務局長さんの

ほうに申し入れまして経緯も入れて頂くということで了解しておりま

す。以上です。 

 議 長 

道路等を設置する場合にはこのように農地の一部が非買収になる場合が

あります。そのために分筆登記は建設課の方がしたものだと思います。

農地を売買する時にわずかな土地しか残らない場合は、一筆買ってくれ

ないと協力出来んよというような取引をすることが多いはずなんです。

ですからその段階で残ることを了解の上で売買が成立し、残ったところ

は農地でありましたのでそのまま農地として分筆して残されたという経

緯だと思います。仮にこれが残った段階で町か建設のほうに、宅地に使

うから地目変更して下さいと要請をしていればしてくれるはずなんです

が、恐らくそれもされていなかったということになりますと建設課のほ

うの手落ちにはならないのかと思います。図面を見る限りでは庭の一部

として使われているようですので転用目的としては宅地拡張といいます

か庭以外手がないと思うんですがどうでしょう。ここが２８０－２です

から２８０－３のところが恐らく一枚の田んぼだったんだと思うんです

が、ちょっとそういう要請をされればよかったのかなと思います。２８

０－２と２７５－１の間に水路があるように見えるが、水路が境になっ

ているんかな。航空写真では今申請が出ている田んぼと宅地の間に水路

が入っているんですが、現況写真では水路が道路との境界線へいってい

ますよね。だから、これをつける段階で水路の付け替えの要請をされた

のか、建設段階でこうなったのか分かりませんが、航空写真と現況写真



との差が出ています。逆に言えば現況のように水路を付け替えてくれた

ことによって利用価値が出たということだと思うんですよ。 

 ４番 

４番井上です。結果的には町の言う通りなんですが、申請者に対する町

側の対応、それを私は疑問視して補足させて頂きました。農地の転用に

ついては申請通り転用申請して始末書を書いて頂いていますので問題は

ないと思っています。申請者の本意を曲げて宅地を広げるという意味し

か残っていなかったので少し補足をさせて頂いたということです。 

 事務局長 
ありがとうございました。ご指摘の通り今後はそういった対応をとって

いきたいと思います。 

 議 長 

水路等についてはだいたい国の財産として俗に言う青線といいますが、

その付け替え等は基本的には財務局の許可を得て買収するか支障が無い

ように付け替えをして同じ面積を確保するということを前提として、財

務局のほうに申請すれば許可をされるということになっておりますの

で、これについても恐らく町のほうでしたんだと思いますが、今後こう

いうものについては直接財務局でなくて市町村へ権限が一部移譲される

というふうな話しも聞いております。水路等移動をかける場合は現状の

機能が果たせる状況において、同一面積のものが確保できれば国のほう

が許可をしてくれることだけは承知しておいて頂ければと思います。 

 議 長 

他にございませんか。無いようですので採決に移らせて頂きます。 

議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請について」申請通り許

可することに賛成の農業委員の方の挙手をお願いします。 

（全員賛成） 

挙手全員でございますので申請通り許可することとします。 

第 3 号議案 議 長 
続きまして議案第 3 号「農地法第５条の規定による許可申請について」

を議題とします。説明をお願いします。 

  （事務局説明） 

 議 長 

ありがとうございました。担当推進委員による現地調査をお願いしてお

ります。５－5４、５－５５、５－５７の案件につきまして、山内推進

委員報告をお願いします。 

 １３番 

小畠地区担当の山内です。受付番号５－５４、５－５５、５－５７につ

いて報告します。 

まず５－５４ですが、場所は神石高原し尿処理場より南東の方向に約５

００ｍの場所にあります。１月２６日に若林委員と申請者の代理人であ

ります大元行政書士と私の三人で現地調査しました。航空写真を見て頂

きたいんですが、８ページの赤旗が立っている場所を今回申請されてお

ります。周りの状況としましては１９９番２００番はもうすでに太陽光

を設置して稼働しております。譲渡人は高齢になり担い手もなく農地の

維持管理に近年苦労されているようです。今回譲受人より太陽光発電用

地として借り受けの申込みがあり、家族と協議し承諾したそうです。現

地確認において転用目的に合致しているものと判断しました。審議の程



よろしくお願いします。 

引き続いて５－５５について報告します。場所は役場より南に約８０ｍ

の場所にあります。１月２６日に若林委員と申請者の代理人であります

児玉建設の長谷川氏と私の三人で現地調査しました。譲渡人の高橋勝子

氏は神奈川県に居住されているため耕作が不可能であります。隣家の片

山さん宅に駐車場が不足しており購入希望をされ今回売却するもので

す。所有権移転、転用などの書類も揃っておりまた現地確認において転

用目的に合致しているものと判断しました。審議の程よろしくお願いし

ます。 

引き続いて５－５７について報告します。場所は役場より南東に約１ｋ

ｍの現在新築されております新庁舎建設用地のバイパスを隔てた南側に

あります。１月２６日に若林委員と申請者の代理人であります三和測量

の田村氏と私の三人で現地調査を行いました。譲渡人は高齢であり耕作

することが困難であります。譲受人は福山市において主として家族葬や

小規模な葬祭場を経営する株式会社森山仏商の役員であり、申請地を買

い受け造成工事を施工しこの会社へ貸し出す意向だそうです。株式会社

森山仏商はこの造成地を譲受人である森山信弘氏から借り受けて、排水

工事、舗装工事などを施行し店舗兼事務所を一棟建築して福山市神辺町

にある本店の営業所及び仏具の販売店として営業したい意向だそうであ

ります。所有権移転、転用に係る書類もすべて揃っており問題ないもの

と思われます。３件について審議の程よろしくお願いします。 

 議 長 
ありがとうございました。続きまして５－５６の案件について正木推進

委員報告をお願いします。 

 ２番 

源流の里しんさか、小野地区担当の正木です。受付番号５－５６につい

て報告します。場所は油木支所から１８２号線を東城方面に１０ｋｍほ

ど行った手入トンネルの手前を右に曲がり川を渡ってすぐのところにあ

ります。１月２６日に髙原農業委員さんと新坂加工の取締役の村上さん

の三名で現地調査しました。申請された土地は平成５年頃に工場を建築

されまして現在ゴム製品の加工工場として使用されております。建設当

時にはもう転用許可及び所有権移転等はなされていると思い込んでおら

れ、このたび新たに無断転用が判明したので申請をされるものです。譲

受人、譲渡人双方の連名による始末書も提出されております。ご審議の

程よろしくお願いします。 

 議 長 
ありがとうございました。続きまして５－５８の案件について内藤推進

委員報告をお願いします。 

 ５番 

豊松地区の内藤です。受付番号５－５８についてご報告します。場所は

豊松支所から北西の方角へ３ｋｍ程行ったところにあります。１月２６

日に坂井委員と池田さん同行のもと調査しました。譲渡人宅には後継者

がおられず今後とも耕作をすることがないということでありました。そ

れから、周辺の農地や民家にも影響がないものと思われますので審議の

程よろしくお願いします。 



 議 長 
ありがとうございました。報告が終わりました。ご意見、ご質問があり

ましたらお願いします。 

 １３番 

１３番伊勢村です。５－５４について説明を求めます。田が４０００㎡

位あってその区画の中にあった１０００㎡程を太陽光発電にされるとい

うように見えるんですが、田への影響はないでしょうか。それともこれ

は田として耕作しないということでしょうか。 

 １３番 

失礼します。山内です。分筆の理由なんですけども、まず左側が山にな

っております。山の日陰になって効率が悪いので分筆するということで

今回申請されております。周りの２０１－２は田んぼなんですが以前申

請が出ておりましたが、キクイモを作って乾燥させて販売するという目

的で申請されておりました。太陽光発電に係る敷地以外は以前と同じよ

うにキクイモを作って管理されるということです。 

 事務局長 

今推進委員さんが言った通り、以前２０１－２の時に相談がございまし

て最初営農型発電をしたいということだったんですが、営農型発電では

農業は無理ですよとお答えして、きっちり分筆して太陽光は太陽光、農

業のほうの経営は経営がいいですよということで、今言われました２０

１－２に３反残っていますが３条の所有権移転で農業をするという申請

が出て許可されております。その残った今回の所に太陽光発電をすると

いうことですので、２０１－２につきましては少なくとも３年は農業を

経営して頂くということになっています。 

 議 長 

他にございませんか。無いようですので採決に移らせて頂きます。 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請について」申請通り許

可することに賛成の農業委員の方の挙手をお願いします。 

（全員賛成） 

挙手全員でございますので申請通り許可することとします。 

第 4 号議案 議 長 
続きまして議案第４号「非農地証明申請について」を議題とします。説

明をお願いします。 

  （事務局説明） 

 議 長 

ありがとうございました。担当推進委員による現地調査をお願いしてお

ります。１－６の案件につきまして、内藤推進委員報告をお願いしま

す。 

 ５番 

豊松地区の内藤です。受付番号１－６について報告します。場所は豊松

支所から南の方向に５ｋｍ位のところにあります。１月２６日に坂井委

員と調査しました。地区の佐藤さんが係だったのでその方に聞き取りを

しましたところ、昭和５２年当時県道拡張工事があって近くに中間谷の

共同農機具倉庫があったんですがそれが立ち退きになり、その時の立ち

退き料で集会所を建設しようという話しになりまして、近くに小坂高子

さんという方の畑が荒廃しておりましたので無償で土地を借り受け、現

在も集会所として使用しているという状況でございました。ご審議の程

よろしくお願いします。 



 議 長 
ありがとうございました。続きまして１－７の案件について小田推進委

員報告をお願いします。 

 １番 

安田、仙養地区担当の小田です。受付番号１－７について報告します。

場所は国道１８２号線から豊松方面へ東に約２００ｍのところにありま

す。１月２７日に美田委員と当家の釜足信輝さん同行のもと調査しまし

た。申請地については約４０年以上耕作されておらず、現況についても

すでに山林化しており農地への復元は困難であると思われます。どうか

審議の程お願いします。 

 議 長 
ありがとうございました。説明が終わりました。ご意見、ご質問ありま

したらお願いします。 

 議 長 釜足さんの分はパトロールではＢ判定で処理してないん？ 

 事務局長 

釜足さんの農地ですが航空写真には表示していないんです。ですから、

もし委員さんが見に行こうと思ってもパトロールでは見に行けないんで

す。今回公図を元に手で私が書いたところが結構ありまして、１４ペー

ジも手書きで航空写真にはありません。１５ページの山２９２－１、山

２９２－４そこら辺も航空写真には出ておりません。１６ページの山３

５９－５ここも航空写真にはありません。手で記載しておりますので農

地パトロールができないところがあるんではないかと思います。 

 議 長 

他にございませんか。無いようですので採決に移らせて頂きます。 

議案第４号「非農地証明申請について」申請通り許可することに賛成の

農業委員の方の挙手をお願いします。 

（全員賛成） 

挙手全員でございますので申請通り許可することとします。 

第５号議案 議 長 
続きまして議案第５号「農地法施行規則第１７条第２項の規定による指

定地区の登録申請について」を議題とします。説明をお願いします。 

  （事務局説明） 

 議 長 

ありがとうございました。担当推進委員による現地調査をお願いしてお

ります。６－３の案件につきまして、瀬尾推進委員報告をお願いしま

す。 

 ７番 

相渡、ながの南担当の瀬尾です。位置は神石支所から北東方向に３ｋｍ

の場所にあります。調査は１月２５日に伊勢村委員と川崎さん本人同行

のもと調査しました。空き家バンクへの登録とともに南側に隣接してい

る農地を申請するものです。現況は草刈り管理をされているんですが、

耕作はされておりません。購入される方が決まっておられるようでその

方に野菜畑として使って頂きたいということです。何の問題もないもの

と思われますのでご協議の程お願いします。 

 議 長 説明が終わりました。ご意見、ご質問ありましたらお願いします。 

 議 長 これは今誰かが作っているん？ 

 ７番 
耕作はされておりません。近所の方に頼まれて草刈りだけはされている

ようです。 



 １３番 

瀬尾さんと一緒に行かせてもらったんですが、毎年近所の方に草刈りと

か色んな管理を依頼されていたようで、かなり綺麗にされております。

家をご親戚の人が買われる予定で、他にも農地が沢山あるようなんです

が、農業経験がないということで家の前にある１枚だけを野菜畑として

管理されたらどうかということで今回の申請になったということです。 

 議 長 

他にございませんか。無いようですので採決に移らせて頂きます。 

議案第５号「農地法施行規則第１７条第２項の規定による指定地区の登

録申請について」申請通り許可することに賛成の農業委員の方の挙手を

お願いします。 

（全員賛成） 

挙手全員でございますので申請通り許可することとします。 

 議 長 以上で本日ご提案します議案については終了しました。 
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以上、議事の経過を記載し、その内容は相違ないことを証するた
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